
高知県広域観光推進事業費補助金交付要領

（目的）

第１条 この要領は、高知県広域観光推進事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第 16 条

の規定に基づき、高知県広域観光推進備事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し

必要な事項を定めるものとする。

（補助対象事業）

第２条 補助金の対象となる事業は、要綱第３条で定めるもののほか、別表第１で定める要件を満

たすものとする。

（補助事業者）

第３条 要綱別表第２の「交付要領に定める広域観光組織」は、別表第２に定めるとおりとする。

（事業実施主体）

第４条 要綱別表第１の「広域観光組織が中心となって構成された団体の長が補助を行う団体」の

うち、法人格のない団体については、次に掲げる全てを満たすものとする。

(１) ３以上の個人又は法人で構成されるもの

(２) 地域資源を活用し、地域振興に資する取組を行うもの

(３) 規約等を有し、団体の意思を決定し、及び執行する組織が確立されており、かつ、予算、

決算及び会計処理が行われているもの

（補助対象経費及び補助率）

第５条 国の補助事業又は国の外郭団体が国からの補助金を原資に実施する事業を活用して実施

する事業（以下「国等の事業」という。）を活用するときは、次に掲げるとおりとする。

(１) 補助対象経費は、補助を受けようとする国等の事業の補助金交付要綱等で規定する補助対

象経費とすること。

(２) 補助対象経費は、補助を受けようとする国等の事業の補助金等の額を差し引くものとす

る。ただし、地域博覧会開催支援事業を行う場合は、この補助金と補助を受けようとする国等

の事業の補助金等の額との合計は、補助を受けようとする国等の事業の補助対象事業費の２分

の１を限度とすること。

（補助金の交付の決定）

第６条 補助金の交付の決定は、次に掲げるとおり行うものとする。

(１) 補助事業者は、要綱第５条に規定する実施計画書及び補助金交付申請書に別表第３に定め

る書類を添えて産業振興推進地域本部（以下「地域本部」という。）と協議を行い、地域本部

の地域産業振興監の意見書を添えて知事に提出すること。

(２) 知事は、地域本部の地域産業振興監の意見を踏まえて審査し、補助金の交付の可否につい

て決定を行うこと。ただし、広域観光推進事業については、あらかじめ知事が別に定める審査

会の意見を聴いた上で行うこと。

(３) 交付の決定を行った場合にあっては当該申請者にその旨を通知するものとし、不交付の決

定を行った場合にあってはその理由を付して当該申請者に通知すること。



（補助事業の重要な変更）

第７条 要綱第８条第１項第３号の「補助事業の内容の重要な部分に関する変更」は、次に掲げる

とおりとする。

(１) 交付決定時又は変更承認時に予定していなかった工事、設備、備品等の追加及び改修

(２) 広域観光推進事業におけるステージの変更

(３) 前２号に掲げるもののほか、補助事業の内容の重要な部分に関する変更であると知事が認

めるもの

（委任）

第８条 この要領に定めるもののほか、高知県広域観光推進事業の実施に関し必要な事項は、知事

が別に定める。

附 則

この要領は、平成 25 年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成 26 年３月 20日から施行する。

附 則

１ この要領は、平成 27 年３月 27 日から施行する。ただし、平成 27 年度事業に係るものについ

ては、平成 27 年４月１日に施行する。

２ 補助事業者が「ステージＡ」又は「ステージＢ」に該当する場合において、平成 27 年度の交

付申請について第６条第１項第３号の規定により、不交付の決定を行う場合は、同号の規定にか

かわらず、不交付と判断した理由の解消を条件として付した上で、交付の決定を行うものとする。

附 則

この要領は、平成 28 年３月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成 28 年 11 月７日から施行する。

附 則

この要領は、平成 29 年３月 17日から施行する。

附 則

この要領は、平成 30 年３月 22日から施行する。

附 則

この要領は、平成 31 年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和２年７月３日から施行する。

附 則

この要領は、令和３年３月 15 日から施行する。

附 則

この要領は、令和３年 11 月 25 日から施行する。

附 則

この要領は、令和４年３月 23 日から施行する。

附 則

この要領は、令和５年３月 22 日から施行する。



別表第１（第２条関連）

補助対象事業の要件

１ 地域博覧会開催支援事業

アからオまでの全ての要件を満たすこと。

ア 事業実施主体としての体制が整っていること。

＜審査事項＞

運営体制

（ア）広域観光組織が主体となった運営体制

（イ）実施主体の熟度

イ 事業のサポート体制が整っていること。

＜審査事項＞

（ア）市町村との連携

事業実施についての市町村のコンセンサス

（イ）地域との連携

事業実施についての地域との連携体制

ウ 事業計画全体の内容が適切なものであること。

＜審査事項＞

（ア）事業の適正性

法律及び公序良俗等の見地からの事業の適正性が確保されていること。

（イ）将来性や成長の可能性

ａ 広域観光を自律的に推進する体制の整備が見込まれること。

ｂ 博覧会終了後も広域観光の推進が継続されること。

エ 具体的な事業計画となっていること。

＜審査事項＞

（ア）目標の設定

具体的かつ実現可能な誘客等の目標の設定

（イ）ターゲット

誘客対象の明確性

オ 補助事業としての内容が適切なものであること。

＜審査事項＞

（ア）経費配分

ａ 事業の経費配分の適正性

ｂ 不要な経費の有無

（イ）費用対効果

ａ 入込客数の増加や宿泊、飲食等地域内での消費拡大が見込まれること。

ｂ 観光地としての知名度向上が見込まれること。



２ 広域観光推進事業

（１）組織体制について

アからエまでの全ての要件を満たすこと。

ア 事業実施主体としての体制が整っていること。

＜審査事項＞

運営体制

（ア）実施主体（責任主体）の明確性

責任の所在（役職等）が明確になっていること。

（イ）事業の体制（予算、人員体制等）

事業に係る予算が確保されていること。

組織内の役割分担や関係市町村との連携体制が明確になっていること。

（ウ）ＰＤＣＡサイクルの構築

組織内でＰＤＣＡの確認体制が確立されていること。

（エ）地域主体の取組のための体制（ステージＡ加算のみ）

県職員の派遣がないこと。

観光庁の登録ＤＭＯであること。

イ 目的が明確であること。

＜審査事項＞

事業を実施する目的が明確であること。

ウ 目標値（ＫＰＩ）が設定されており、それに対する実績の分析ができていること。

＜審査事項＞

（ア）目標の明確性

広域観光振興計画等の中長期の取組目標が明確であり、各年度のＫＰＩが設定されて

いること。

（イ）達成状況の把握

目標に対する実績の把握ができており、達成状況に対する分析ができていること。

エ 課題と対応策が明確であること。

＜審査事項＞

（ア）課題の把握

取組についての課題が分析できていること。

（イ）対策の具体性

課題解決に向けた具体的な対策が示されていること。

（２）当年度の事業計画について

アからオまでの全ての要件を満たすこと。

ア 事業計画全体の内容が適切なものであること。

＜審査事項＞

（ア）事業の適正性



法律及び公序良俗の見地からの事業の適正性が確保されていること。

イ 事業内容が明確であること。

＜審査事項＞

（ア）事業の内容の具体性

事業の内容が具体的であること。

（イ）目標に対する妥当性

当年度の目標達成に寄与する取組であること。

ウ 地域性が考慮されていること。

＜審査事項＞

（ア）地域の実態とのマッチング

地域の実態に即した事業内容となっていること。

（イ）地域との連携

地域内の市町村、観光協会、事業者との連携がとれていること。

エ 広域観光組織が担うべき５つの機能の強化又は発揮のための取組がなされていること。

＜審査事項＞

（ア）企画・統括機能

企画・統括機能の強化又は発揮のための取組がなされていること。

（広域観光振興計画や戦略の策定、総合窓口の整備（ワンストップ化）、マーケティン

グ調査、県や市町村等との連携、滞在型観光地域づくりの推進等）

（イ）情報発信機能

情報発信機能の強化又は発揮のための取組がなされていること。

（プロモーション活動、広域観光パンフレットの作成、広域のホームページの設置、

ＳＮＳによる情報発信等）

（ウ）旅行商品造成・販売機能

旅行商品の造成・販売機能の強化又は発揮のための取組がなされていること。

（旅行商品の造成・磨き上げ、旅行会社への販売、（標準書式）旅行商品カルテの作成

等）

（エ）観光人材育成機能

観光人材育成機能の強化又は発揮のための取組がなされていること。

（観光事業者やガイド等の人材育成等）

（オ）広域観光ブランディング機能（「ステージＡ」のみ）

広域観光ブランディング機能の強化または発揮のための取組がなされていること。

（法人化、旅行業の登録、観光資源や食・土産等のブランド化等）

オ ステージＡの加算の取組がなされていること（「ステージＡ加算」のみ）。

＜審査事項＞

（ア）デジタル化

デジタル化のための取組がなされていること。

（マーケティングのデジタル化、セールスツールのデジタル化等）



（イ）グリーン化

グリーン化のための取組がなされていること。

（ＳＤＧｓをテーマとした教育旅行の商品造成等）

（ウ）グローバル化

グローバル化のための取組がなされていること。

（インバウンドの誘致を目的とした商品造成、商談会への参加等）



別表第２（第３条関連）

ブロック名 名称

安芸 一般社団法人 高知県東部観光協議会

物部川 一般社団法人 物部川ＤＭＯ協議会

嶺北 一般社団法人 土佐れいほく観光協議会

仁淀川 一般社団法人 仁淀ブルー観光協議会

高幡 一般社団法人 奥四万十高知

幡多 一般社団法人 幡多広域観光協議会



別表第３（第６条関連）

（注）書類は、各１部を提出してください。

提 出 書 類 注 意 事 項

１ 事業計画書 (１) 事業の実施スケジュール等の資料を適宜添付してください。

(２) 地域博覧会開催支援事業の場合は、事業計画書（参考様式１）を、広

域観光推進事業の場合は、広域観光振興計画書（標準書式）（記載すべき

項目を満たしていれば様式は自由）を添付してください。また、前年度に

審査員からの意見等を受けている場合は、対応状況を提出してください

（任意様式）。

２ 経費積算明細書 経費の見積書、購入する備品等のカタログ、設計書又は見積書、工事の図

面等の写しを添付してください。

３ 事業実施主体の概要 (１) 事業実施主体が法人の場合は、定款又は寄附行為を提出してくださ

い。法人以外の団体が事業実施主体となる場合は、団体の規約又は会則及

び会員名簿を提出してください。

(２) 事業実施主体が複数ある場合は、事業実施主体ごとに作成してくだ

さい。

４ 組織図、事務分担表 当年度に事業を実施する組織内の体系が分かる組織図と、従事する職員

の事務分担表を提出してください。

５ 県税事務所で発行する全税目の

納税証明書（滞納がないことを

証するもの）※原本

納税義務者である場合は、納税証明書を提出してください。

納税義務がない場合は、その旨を記載した申立書（任意様式）を提出して

ください。

６ 収支予算書 当年度の収支予算書（写）を提出してください。

７ その他知事が必要と認める資料 (１) 工事を伴う場合は、工事の概要が分かる資料のほか、位置図、平面

図、土地登記簿謄本の写し（全部事項証明書（改築等の場合は、建物登

記簿謄本を含む。））、貸借契約書等の写し（土地等を貸借する場合に限

る。）を提出してください。

(２) 事業実施主体がこの補助金を受けて整備する施設等を他の者が利用

する場合は、その者についての概要を提出してください。

(３) 事業実施主体が法人の場合は、申請時に登記事項証明書（履歴事項

全部証明書）（写）を提出してください。

また、広域観光推進事業ステージＡの場合は、旅行業登録行政庁から

の登録に関する通知（写）（変更登録又は更新登録を行った場合はその承

認に関する通知（写））を提出してください。

広域観光推進事業ステージＡ加算の場合は、登録ＤＭＯ登録行政庁か

らの登録に関する通知（写）（変更登録又は更新登録を行った場合はその

承認に関する通知（写））を提出してください。ただし、ステージＡ加算

申請初年度で申請年度中に登録ＤＭＯの登録を見込んでいる場合は、そ

のスケジュールを提出し、登録ＤＭＯの登録後、速やかに写しを提出し

てください。


